
経 済 産 業 省 
 

２０２１１２０７貿局第１号 

輸出注意事項２０２１第３５号  
経済産業省貿易経済協力局  

 
 
 「輸出貿易管理令の運用について」（昭和６２年１１月６日付け輸出注意事項６２第

１１号）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。 
 
    令和３年１２月２２日 
 
 
 

経済産業省貿易経済協力局長 飯田 陽一 
 
 
 

「輸出貿易管理令の運用について」の一部改正について 
 
 
「輸出貿易管理令の運用について」（昭和６２年１１月６日付け輸出注意事項６２第

１１号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正する。 
 
 
   附 則 
 この規程は、令和４年１月１日から施行する。 



（別紙） 
「輸出貿易管理令の運用について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○輸出貿易管理令の運用について（昭和６２年１１月６日付け輸出注意事項６２第１１号） 

改 正 後 現   行 
０～３ （略） 
 
４ 特例 
４－１ （略） 
４－２ 輸出令第２条の規定は、同令第４条第２項各号に掲げる場合には、同令
別表第２の３７から４１まで及び４３から４５までの項の中欄に掲げる貨物に
係る場合を除き適用されない。 

４－２－１ （略） 
４－２－２ 輸出令別表第５の解釈及び取扱い 
  （略） 
（１）～（３） （略） 
（４） 輸出令別表第５第３号については、次により取り扱う。 

（略） 
（イ）～（ハ） （略） 
（ニ） 輸出令第４条第２項第２号ハに規定する「別表第２の２に掲げる

貨物」の解釈は、次の表に掲げるところにより行う。 
   （略） 
（ホ）（略） 

別表第
２の２
の号 

貨物名 解釈（対象となる関税率表の番号等） 

（略） （略） （略） 
２０ ビデオカメラレコー

ダー及びデジタルカ
メラ 

８５２５．８１から８５２５．８９まで
（テレビジョンカメラを除く。）、８８０
６．２１から８８０６．９９まで（ビデ
オカメラレコーダー及びデジタルカメ
ラに限る。） 

（略） （略） （略） 
２６ 写真機（一眼レフレッ

クスのものに限る。） 
９００６．５３、９００６．５９ 

（略） （略） （略） 

 
（５）～（１４） （略） 
 

０～３ （略） 
 
４ 特例 
４－１ （略） 
４－２ 輸出令第２条の規定は、同令第４条第２項各号に掲げる場合には、同令別
表第２の３７から４１まで及び４３から４５までの項の中欄に掲げる貨物に係
る場合を除き適用されない。 

４－２－１ （略） 
４－２－２ 輸出令別表第５の解釈及び取扱い 
  （略） 
（１）～（３） （略） 
（４） 輸出令別表第５第３号については、次により取り扱う。 

（略） 
（イ）～（ハ） （略） 
（ニ） 輸出令第４条第２項第２号ハに規定する「別表第２の２に掲げる

貨物」の解釈は、次の表に掲げるところにより行う。 
   （略） 
（ホ）（略） 

別表第
２の２
の号 

貨物名 解釈（対象となる関税率表の番号等） 

（略） （略） （略） 
２０ 
 
 
 

ビデオカメラレコー
ダー及びデジタルカ
メラ 

８５２５．８０（テレビジョンカメラを
除く。） 
 
 
 

（略） （略） （略） 
２６ 写真機（一眼レフレッ

クスのものに限る。） 
９００６．５１ 

（略） （略） （略） 

 
（５）～（１４） （略） 
 



 （以下、略） （以下、略） 

 


